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訪問介護事業所における同一建物減算（１２％減算） Ｑ＆Ａ一覧 

 

【同一建物減算 別表】 

減算の内容 算定要件 

①１０％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（②及び④に該当する場合を除く。） 

②１５％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利

用者の人数が１月あたり５０人以上の場合 

③１０％減算 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する

利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

④１２％減算 正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪問介護サービ

スの提供総数（利用実人員）のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する者（②に該当する場合を除く）に提供

されたものの占める割合が１００分の９０以上である場合 

 

問１ 従来からある、上記「同一建物減算 別表」での「①１０％減算」と「②１５％減算」

の利用者の人数の計算について確認したい。 

答１ 「①１０％減算」と「②１５％減算」の利用者の人数の計算については、訪問介護の

利用者と、予防給付型訪問サービスの利用者それぞれで計算します。下記の例をご確

認ください。 

   【例】Ａ事業所では、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者が５８人いる。 

      その５８人の内訳及び減算率は、 

      ・訪問介護の利用者：４８人 ⇒ 「①１０％減算」が適用 

      ・予防給付型訪問サービスの利用者：１０人 ⇒ 「①１０％減算」が適用 

 

 

問２ 「利用実人員」とは、例えば、１日２回の週５日で訪問介護サービスを提供している

利用者Ａ氏の場合、Ａ氏はその月の利用実人員としては、何人になるのか？ 

答２ １人です。 

 

 

問３ 令和６年度介護報酬改定により、上記「同一建物減算 別表」での「①１０％減算」

と「②１５％減算」については、指定権者（北九州市）に対し届出が必要となったが、

その届出を提出し忘れていることに今回気付いた。どうしたらよいか。 

答３ まずは至急お電話にて、北九州市介護保険課までその旨をご報告ください。そのうえ

で至急加算変更届出をご提出いただきます（詳細は電話にて説明いたします）。 
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問４ 判定期間途中での新規、休止、再開、廃止の事業所も対象として作業しなければなら

ないのか。 

答４ 判定期間途中での新規、休止、再開、廃止の事業所も対象となります。例えば、令和

７年度前期の判定期間は、令和７年３月１日から令和７年８月３１日ですが、令和７

年６月１日付新規指定の訪問介護事業所で、事業所と同一敷地内建物等に居住する

利用者がいる場合、別紙６の計算書類において、令和７年６月１日から令和７年８月

３１日までの期間で計算を行い、必要な手続きを行ってください。 

 

 

問５ フローチャートは、全ての訪問介護事業所が作成し５年間保存しなければならない

のか。 

答５ はい、全ての訪問介護事業所が作成し、事業所で５年間保存してください。運営指導

等で確認させていただく場合もあります。 

 

 

問６ 国の通知では、書類の保存期間は２年間となっているが、なぜ各書類の保存期間が５

年間なのか。 

答６ 北九州市の独自基準として、「介護報酬請求に関連する記録の保存期間は、その記録

にかかるサービスの提供に対する保険給付の支払いの日から５年とする。」と義務付

けています（参考：「北九州市 集団指導資料」）。１２％減算に係る書類等は、介護

報酬請求に関連する記録にあたりますので、５年間の保存が必要です。 

 

 

問７ 前回（令和７年度前期）の判定が「該当」、今回も「該当」の場合、提出は必要か。 

答７ 提出は必要です。 

 

 

問８ 前回（令和７年度前期）の判定が「非該当」、今回も「非該当」の場合、提出は必要

か。 

答８ 提出は不要です。ただし、９０％以上である場合の正当な理由により非該当になる場

合は提出が必要です。 

 

 

問９ 前回（令和７年度前期）の届出を提出し忘れていることに今回気付いた。どうしたら

よいか。 

答９ 今回提出してください。 
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※以下に記載しているＱ＆Ａ一覧は、国の「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏ 

ｌ．１）（令和６年３月１５日）」より、訪問介護の１２％減算に関するものを抜粋してい 

ます。 
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